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「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法（跡地利用特措法）」における
地方公共団体等による駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置（概略）
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【特定事業の対象施設】

①都市計画法第11条第１項の施設
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七 市場、と畜場又は火葬場
八 一団地の住宅施設
九 一団地の官公庁施設
十 流通業務団地
十一 その他政令で定める施設

②土地収用法第３条各号に掲げるもの
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土地を譲渡しようとする

場合の届出義務等 土地の譲渡の制限
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届出等から３週間以内

違反：５０万円以下の過料
・14条 届出をしないで土地を有償で譲渡した者
・14条 虚偽の届出をした者
・17条 期間内に土地を譲り渡した者
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土地を有償で譲渡する場合

所在、面積、予定価額、

譲渡相手等を届出
（国への譲渡、２００㎡未満の
場合等は届出不要）
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33条 罰則届出義務・申出は、特定
駐留軍用地において特定
事業の見通しが定められ
ている場合に適用

上記買取りの協議に基づき特定駐留軍用地内の土地を譲渡した場合の譲渡所得については、５０００万円の特別控除を適用


